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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、「全てのステークホルダーの幸せ向上」を長期ビジョンとして、「お客様に安心感を与える最適な環境を維持するために、技術力と人的資
源を結集させ、高品質サービスを提供する。」という日本空調グループの経営理念を定め、この経営理念に基づく日本空調グループ行動規範を役
員及び従業員が実践することを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すことが経営の基本であると考えております。

　当社はこの認識に基づき、株主、お客様、取引先、従業員及び地域社会等のすべてのステークホルダーの期待に応えられるように、透明・公正
かつ迅速・果断な意思決定を行う必要があり、そのしくみがコーポレート・ガバナンスであると理解しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

　当社では、多様な人材とその育成が中長期的観点で企業価値向上に寄与するものと考え、女性・外国人・中途採用者や非正規雇用者の正社員
登用等、人材確保に注力しております。このことを踏まえ社員の能力を適正に評価しつつ、性別や国籍、採用経路等で選別することなく適材適所
で管理職に登用することとしております。女性や中途採用者等の管理職登用に関する実績は一定数あるものの十分でないと認識しており、今後、
その比率が高まるよう多様性に向けた具体的な施策や方針の策定を含め社内環境の整備に努めてまいります。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取組み等】

　当社は、「全てのステークホルダーの幸せ向上」を長期ビジョンとして、「お客様に安心感を与える最適な環境を維持するために、技術力と人的資
源を結集させ、高品質サービスを提供する」という経営理念に基づいた事業活動により社会的価値を生み出し、その結果としての経済的価値創造
を目指しております。

　長期ビジョンの達成には資本生産性の向上が必要であり、そのためには人的資本の価値向上が最重要であると考えております。2019年３月期
より人的資本の価値向上を目的として、採用活動及び採用広報に関する有効な施策を検討する「採用・広報」、人事制度や給与基準・各種手当等
の見直しを検討する「制度・環境改善」、作業効率化ツールの導入や業務内容の見直し及び改善を検討する「作業効率化」の各種プロジェクトを推
進しております。また新たに、2022年３月期より新人・若手層の早期戦力化や従業員の技術力向上を検討する「新人財育成」のプロジェクトを立ち
上げ、未来の財務・非財務資本に繋げるべく注力しております。

　人的資本の価値向上により、特殊な環境を有する施設への傾注、海外展開の強化、再生可能エネルギーを用いたエネルギーソリューション提案
等でお客様の事業活動におけるサステナビリティに寄与することで、経済的価値の継続的な創造に努めてまいります。

　なお、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響についての分析は重要であると認識しており、現在、事業
活動から生じる気候変動に関するデータについて、一部収集を実施しております。TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示については、そ
の収集や分析の進捗状況等を鑑み、今後更なる検討を進めてまいります。

【補充原則４－３－３　ＣＥＯを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立】

　当社では、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりませんが、中期経営計画等の数値目標の達成度や単年度
業績の結果等により、その機能を十分に発揮しているかの評価について、取締役会において審議しております。

　他方、代表取締役が法令もしくは定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、解任が相当と判断される場合には、取締
役会の審議を経て解任の決議をすることとしております。

【補充原則４－１０－１ 指名委員会・報酬委員会の設置】

　当社は、独立社外取締役を３名選任しており、取締役会の過半数には達しておりませんが、各独立社外取締役からは取締役会において、専門
的な知識と豊富な経験に基づく助言をすることで意思決定に関して十分に機能しております。

　また、当社の代表取締役社長の選定及び取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として指名諮
問委員会（以下、委員会）を設置しております。この委員会は、社外取締役を中心に構成され、取締役会の諮問機関として代表取締役社長及び取
締役の候補者を選出しております。

　当社は、報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の報酬は、2021年６月18日開催の取締役会において決議された、取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針等に基づき決定しております。（本報告書「Ⅱ．１．【取締役報酬関係】〔報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示
内容〕」に記載しております。）

　取締役会は、取締役の個人別の報酬について、内容及び決定方法が上記決定方針と整合していることを確認しておりますので、報酬の決定過
程における取締役会の機能は確保されていると判断しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

　当社は取引関係の維持・強化、業界情報の収集等の総合的観点からの保有目的の合理性に関する検証結果を踏まえ、当社グループの企業価
値の維持・向上に資すると判断された株式を取得し保有しております。保有する株式については、取締役会において定期的かつ継続的に保有す
る意義や縮減の必要性等、中長期的な経済合理性を検証し、売却が相当であると判断した株式の売却を進めてまいります。他方、当社において
資金調達をする必要が生じた場合、その調達手段の一つとして他の手段との比較において有利であると判断された場合においても売却すること
があります。



　また、同株式に係る議決権の行使については、取引関係の維持・強化や当社グループの中長期的な企業価値の維持・向上に資するか否か等を
総合的に判断して、議案に対する賛否を判断して、行使いたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社の取締役、監査役が利益相反取引や競業取引を行う場合は、法令及び社内規程にて取締役会の承認を必要とする旨を定めており、取引
が生じた場合は、関連法令等に基づき、適時適切に開示しております。

　また、当社及びグループ会社の役員に対し、１年に１回、関連当事者取引に関するアンケート調査を実施し、関連当事者間の取引について管理
する体制を構築しております。

【補充原則２－３－１　サステナビリティを巡る課題】

　当社は、「全てのステークホルダーの幸せ向上」を長期ビジョンとして、「お客様に安心感を与える最適な環境を維持するために、技術力と人的資
源を結集させ、高品質サービスを提供する」という経営理念に基づいた事業活動により、お客様の事業活動におけるサステナビリティに寄与するこ
とで社会的価値を生み出し、その結果としての経済的価値創造を目指しております。

　当社の中核事業である建物設備メンテナンス及びその重要な補完的役割を担う建物設備工事を通じて、お客様の設備を常に最適な状態で稼働
させるとともに省エネルギーも実現させることで、地球環境への負荷低減を実現させてまいります。また、長期ビジョン達成には、付加価値創出力
の強化を軸とした中長期的な成長が必要となります。そのためには、あらゆるステークホルダーとの協働の深化が不可欠であり、従業員の満足度
向上を始めとしたサステナビリティを巡る課題への対応を進めることで、その実現可能性が高まるものと考えております。

　取締役会は、上述の方針を意思決定の基軸とし、あらゆるリスクの減少及び収益機会の創出について積極的・能動的に取り組み、社会全体の
価値向上に繋がる経営課題の解決に努めることが責務であると認識しております。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社はコーポレートガバナンス・コードが想定している基金型・規約型の確定給付年金及び厚生年金基金の制度を導入しておりません。

　他方、当社は、従業員の安定的な資産形成のため、企業型確定拠出年金制度を導入しており、従業員それぞれの資産形成が適切におこなえる
ように、当社の運用制度の説明や運用商品の選定等に関する説明をおこなう等、環境整備に取り組んでおります。

【原則３－１　情報開示の充実】

　１　当社は、「お客様に安心感を与える最適な環境を維持するために、技術力と人的資源を結集させ、高品質サービスを提供する。」という日本
空調グループの経営理念を定め、この経営理念のもと日本空調グループ行動規範や中期経営計画を定めております。行動規範及び中期経営計
画については、当社ホームページ等にて開示しております。

　２　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、本報告書「Ⅰ．１．基本的な考え方」に記載しております。

　３　取締役会が経営幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続きについては、本報告書「Ⅱ．１．【取締役報酬関係】〔報酬の額又
はその算定方法の決定方針の開示内容〕」に記載しております。

　４、５　取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続きについて、社内候補者は、各管理部門、各事業分野に多様な知
見と経験を有していること等や、会社の業績に加えて各自の業務執行の評価等を考慮して選定し、取締役会で承認しております。なお、取締役候
補につきましては、社外取締役を中心として構成される指名諮問委員会にて選出し、取締役会にて承認しております。加えて、代表取締役の在任
期間は通算６年までとし、社内取締役・社内監査役については、定年年齢の制限を社内規定で定めており、その規程に準拠して運用しておりま
す。

　なお、社外候補者（再任を含む）は、当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる等、最適と思われる候補者で構成されること
を基本方針として、取締役会にて決定しております。

　また、当社では経営陣幹部が法令・定款等の違反や、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる行為など、客観的に解任が相当と判断され
る場合には、取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、解任の決議をすることとしております。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

　当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、会社の業務執行に関する重要事項などを取締役会規程等の定めに従って決定してお
ります。なお、経営方針や経営計画等に係るものや一定額以上の取引等の重要事項については、事前に経営会議において審議し取締役会で決
定します。また、それ以外の業務執行については、経営会議に権限委譲することで機動的な意思決定を図っております。意思決定に関する責任と
権限を明確化するため、取締役会と経営会議が決議する事項を職務権限規程にて定めております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が示す独立性判断基準に準拠して判断しております。

　また、社外取締役の選任にあたっては、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。

【補充原則４－１１－１　取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　取締役会は、事業活動について適切かつ機動的な意思決定と各取締役の業務執行に関する監督を行うことができるよう、取締役会全体として、
各管理部門、各事業分野に多様な知見と経験を有する社内取締役と、当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる複数の社外
取締役により構成することを基本方針とし、定款の定めに基づき１０名以内と定めております。

　取締役の選任にあたっては、上記の見地から取締役にふさわしいと考える候補者を指名諮問委員会が選出し、取締役会の審議を経て、株主総
会の承認を得ております。

　なお、各取締役及び各監査役のスキル・マトリックスについては、本報告書最終頁に掲載しております。

【補充原則４－１１－２　取締役の他社兼任状況】

　当社の取締役、監査役の他の上場会社の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書、及びコーポレートガバナンス報告書等により開示
しておりますように、合理的な範囲にとどめており、それぞれの役割・責務を適切に果たすために支障がない体制となっております。

【補充原則４－１１－３　取締役会の実効性の分析・評価】

　当社の取締役会の実効性を高め企業価値をより向上させることを目的として、各取締役による取締役会の自己評価を行っております。その評価
手法及び結果の概要は以下の通りです。

評価の手法：取締役会の実効性に関する質問に、すべての取締役が自己評価をする形で回答することとし、その回答内容に基づき、

　　　　　　　　当社の取締役会全体の実効性の分析・評価を行うこととしております。

評価の結果：当社の取締役会では、社外取締役、監査役が適切に意見・助言等を行える状況にあること、審議項目・開催頻度や

　　　　　　　　審議時間が適切とする点、環境整備状況の実効性としての内部統制システムの構築・運用・改善への対応、会計監

　　　　　　　　査人が高品質な監査を行える環境（十分な監査時間の確保等）を整備していること等に一定の評価があることを確認

　　　　　　　　いたしました。

　　　　　　　　一方で、取締役の監督機能、サステナビリティー（持続可能性）等への取り組み、株主・ステークホルダーに対する建

　　　　　　　　設的な対話を促進するための体制や、取締役会の構成等に関する実効性等に課題があるとして指摘されました。



　　　　　　　　他方で、当社グループの管理体制、情報入手並びに当社の取締役会及び監査役会への報告体制の整備、運用のた

　　　　　　　　め、関係会社管理規程を策定しております。なお、国内グループ会社に関する情報の入手と展開の実効性を高めるた

　　　　　　　　め、当該会社の管理を担当する経営企画部長が取りまとめて、代表取締役、取締役会及び監査役会へ定期的に報告

　　　　　　　　する体制といたしました。国内グループ会社では定着化が進んでおりますが、引き続き正確かつ早期に報告がなされ

　　　　　　　　る体制を構築してまいります。なお、海外グループ各社に関しましては、今後の事業活動の進捗度合いに応じて、報告

　　　　　　　　体制の整備、運用面を充実させ、その実効性を確保してまいります。

　　　　　　　　今後、当社の取締役会では、今回の分析・評価を踏まえて十分な議論を行い、対応策の策定とその実行に取り組んで

　　　　　　　　まいります。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　取締役及び監査役就任時には、それぞれの活動に必要な法令等の各種情報を習得すべく、外部機関が主催する研修等への参加を要請してお
ります。

　就任後も、取締役はその役割・責務を果たしていくうえで必要な知識・情報を習得・更新することができるよう、定期的に勉強会を開催すること等
により、取締役の役割と責任の理解促進に努めております。

　また、監査役は、日本監査役協会等が開催する講習会や勉強会に参加し、監査役として必要な情報の収集や更新等を行っております。

　なお、上記にかかる費用は会社負担としております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制整備・取り組みに関する基本的方針は以下の通りとしております。

　　・集中日を回避した株主総会の設定と当社役員との株主説明会の開催

　　・個人投資家・アナリスト・機関投資家等との定期的、かつ、継続的な対話を促進するべく、各種IRフェアへの積極的参加や個別訪問の実施

　　・IR資料のホームページ掲載

　株主との対話促進を目的として、当社株式を取得した理由、今後の保有方針、ＩＲ活動への期待及び当社に期待する事項等で構成されるアン
ケートを継続的に実施しております。

　回答内容は概ね好評価をいただいております。今後も、株主の皆さまからのご意見やご要望を反映することにより企業価値の向上に取り組んで
まいります。

　また、個人投資家・機関投資家の皆さまに当社の経営状況や業務内容を説明する機会を積極的に設けることで、当社に関する理解度を深めて
いただくことに努めてまいります。

　その他の実施状況につきましては、本報告書「３　株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,056,900 8.92

日本空調サービス従業員持株会 2,607,000 7.61

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,018,700 5.89

株式会社三菱UFJ銀行 1,640,000 4.78

株式会社愛知銀行 1,336,000 3.90

東京海上日動火災保険株式会社 1,128,000 3.29

重田　康光 1,003,800 2.93

岐阜信用金庫 800,000 2.33

ＫＩＡ　ＦＵＮＤ　136　常任代理人　シティバンク、エヌ・エイ東京支店 697,100 2.03

岡地　修 578,000 1.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記の【大株主の状況】は、2023年３月31日現在のものです。当社は自己株式（1,509千株）を保有しておりますが、上記大株主からは除外して
おります。なお、上記「支配株主（親会社を除く）の有無」及び「親会社の有無」についても2023年３月31日現在で判断しております。

２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 　　3,056千株

株式会社日本カストディ銀行（信託口）　　　　　　　　　 2,018千株

３．2021年10月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が2021年
10月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができま



せんので、上記大株主の状況には含めておりません。

　なお、その大量保有報告書（変更報告書）の内容は次のとおりであります。

　　氏名又は名称：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

　　保有株券等の数：1,376千株

　　株券等保有割合：3.85％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 サービス業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k



田中　登志男 公認会計士

東本　強 他の会社の出身者

北川　ひろみ 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

田中　登志男 ○ ―――

監査法人及び税理士法人の代表社員として長
きにわたり活躍されており、公認会計士として
の専門的知識と豊富な経験に基づき、当社の
重要な経営判断の場において適切な助言及び
提言が期待できる人材として、2020年６月に社
外取締役に就任していただきました。

また、同氏が代表社員を務める税理士法人ア
イオンと当社の間に取引関係はなく、また、独
立性の基準にも該当しないことから、独立性が
高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

東本　強 ○ ―――

京都大学経営管理大学院でのＭＢＡ取得によ
り経営に関する専門的知識を有し、加えて、前
職において、延べ10年以上にわたり中国や台
湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国
の大型プロジェクトのアドミニストレーションマ
ネージャー（運営管理総括責任者）として活躍
されておりました。それらの豊富な実務経験を
基に、当社グループが積極的に進める海外展
開に関する有意義な助言を行っていただき、当
社におけるグループ経営管理の強化に十分な
役割を果たして頂ける人材として、2020年６月
に社外取締役に就任していただきました。

東本氏と当社の間に取引関係はなく、また、独
立性の基準にも該当しないことから、独立性が
高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

北川　ひろみ ○ ―――

弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知
県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の
豊富な経験に基づき、当社の重要な経営判断
の場において適切な助言及び提言が期待でき
る人材として、2022年６月に社外取締役に就任
していただきました。

北川氏と当社の間に取引関係はなく、また、独
立性の基準にも該当しないことから、独立性が
高く、一般株主との間に利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員に指定いたしまし
た。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 6 0 3 3 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

補足説明

指名諮問委員会の概要

指名諮問委員会の目的：代表取締役社長の選定及び取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化

指名諮問委員の選定方法：社外取締役を中心に取締役の中から、取締役会決議により選定しております。

指名諮問委員会の委員長：社外取締役の委員の中から、指名諮問委員会の決議により選定しております。

指名諮問委員会の開催頻度：不定期（随時開催）

事務局等の設置状況：経営企画部を事務局としております。

（上記人数は昨年度の委員の構成となっております。今年度の委員は、2023年７月以降に上記選定方法によって選定いたします。）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

【内部監査の組織、人員及び手続】

当社の内部監査につきましては、社長直轄の組織である内部監査部（提出日現在：専任スタッフ５名）が行っております。内部監査部が行った監査
の結果につきましては、監査役会に、監査計画・監査実施状況などについて定期的（年２回）に報告するとともに、意見交換を行っております。ま
た、内部監査報告書及び監査指摘事項に対する監査対象部門からの改善報告書も監査役会にすべて提出しております。内部監査部が行う各事
業部門、各子会社への定期監査には、監査役も立ち会い、連携を図り、効率的監査に努めております。

【監査役監査の組織、人員及び手続】

監査役監査につきましては、２名の社外監査役を含む４名の監査役で構成される監査役会が、会計監査人である有限責任　あずさ監査法人より、
監査体制・監査計画・監査実施状況・監査結果などについて、定期的に報告を受けるとともに、質疑、意見交換を行い、また、その往査に立ち会
い、実施状況を把握し、かつ連携を図り、効率的監査に努めております。

また、監査役は内部監査に立ち会うとともに、内部統制の評価を含む監査結果報告を遅滞なく受けとれる体制となっております。

【各監査と内部統制部門との関係】

内部統制部門としてガバナンス統括部を設置しております。

内部監査により発見された不備等について、内部監査部及び経理部他関係部門と連携をとり、必要に応じた改善提案、指導または再発防止の取
り組みを行っております。

監査役会に対しては、内部統制全般に関する進捗状況等の定期的報告及び必要に応じた意見交換を行っております。

会計監査人である監査法人に対しては、当社内部統制の評価範囲・対象事業所等、重要事項の説明を行うとともに連携を図り、経理部とともに会
計監査の立ち会いを行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中島　雅利 他の会社の出身者 △ △

寺澤　実 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中島　雅利 ○

中島氏は、当社グループにおける主要な
取引先のひとつである株式会社三菱UFJ
銀行の前身のひとつである株式会社東海
銀行の業務執行者として勤務され、2011
年２月に退行（退行時は株式会社三菱東
京UFJ銀行）いたしました。

長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有し、当社の監
査においてその職務を適切に遂行していただ
けるものと判断し、2021年６月に社外監査役と
して招聘いたしました。

同氏は、過去に当社グループにおける主要な
取引先のひとつである株式会社三菱UFJ銀行
の前身のひとつである株式会社東海銀行の業
務執行者として勤務されておりましたが、当社
グループの株式会社三菱UFJ銀行からの借入
金は無く、同行の当社グループに対する影響
は限定的であり、経営等の意思決定に及ぶも
のではないと認識しております。

従いまして、当社経営陣からの独立性が高く、
一般株主との間に利益相反が生じる恐れがな
いと判断し、独立役員に指定いたしました。

寺澤　実 ○

寺澤氏は、過去において当社の会計監査
人であった青山監査法人に在籍していま
したが、1998年７月に同監査法人を脱退さ
れました。

公認会計士としての専門的知識・経験を有し、

社外監査役として適任であると判断して2015

年６月に社外監査役として招聘いたしました。

また、同氏が代表を務める公認会計士寺澤会
計事務所と当社は、2000年４月から2015年５月
までの間、顧問契約を締結しておりましたが、
同契約は現在終了しており、その顧問料はい
ずれの年も多額でなかったと判断しておりま
す。

従いまして、当社経営陣からの独立性が高く、
一般株主との間に利益相反が生じる恐れがな
いと判断し、独立役員に指定いたしました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

当社経営陣からの独立性が高いと判断し、証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外役員全員を独立役員に指定しております。



【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬のうち、固定報酬以外の業績連動報酬等及び非金銭報酬等の内容については、【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の
決定方針の開示内容に記載しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

【2022年度の報酬等の額】

取締役の報酬等の総額は、176 百万円。（内訳：取締役〔社外取締役を除く〕 157百万円、社外取締役 19百万円）

なお、上記報酬等の総額には、非金銭報酬として、譲渡制限付株式に係る当事業年度の費用計上額23百万円を含んでおります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

■取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等につきましては、2021年６月18日開催の取締役会において、以下のとおり決議しておりま
す。

①取締役の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針

　（ア）個人別の報酬等（業績連動報酬等・非金銭報酬等以外）の額または算定方法

　固定報酬は、2006年６月22日開催の第43回定時株主総会で決定した報酬総額の限度内（年額240百万円以内、使用人分給与を除く。）におい
て、各役員が担う役割、責務等に応じて決定する。

　（イ）業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法

　業績連動報酬等は、2006年６月22日開催の第43回定時株主総会で決定した報酬総額の限度内（年額240百万円以内、使用人分給与を除く。）
において、対象期間の営業利益（連結）の１％または年間の配当金総額の５％いずれか低い方を報酬限度額とし、役員賞与を支給する。

　（ウ）非金銭報酬等の内容、「額もしくは数」または「算定方法」

　1）非金銭報酬等の内容

　非金銭報酬等は、2021年６月18日開催の第58回定時株主総会で決定した報酬総額の限度内（年額50百万円）において、株価変動のメリットとリ
スクを株主様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる。

　2）譲渡制限付株式の割当て及び払込み

　当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給
し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。

　なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普
通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役
に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。

　また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記4)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締
結していることを条件として支給する。



　3）譲渡制限付株式の総数

　対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数100,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。

　なお、各取締役への具体的な支給時期及び配分については、当社取締役会において決定する。ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式
の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式
の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

　4）譲渡制限付株式割当契約の内容

　譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付
株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

　a 譲渡制限の内容

　譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会が定めるいずれの地位をも喪
失する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者
に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

　b 譲渡制限付株式の無償取得

　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日ま
でに当社の取締役その他当社取締役会が定めるいずれの地位をも喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本
割当株式を当然に無償で取得する。

　また、本割当株式のうち、上記aの譲渡制限期間が満了した時点において下記cの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されて
いないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。

　c 譲渡制限の解除

　当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続し
て、当社の取締役その他当社取締役会が定めるいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した
時点をもって譲渡制限を解除する。

　ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催
日の前日までに当社の取締役その他当社取締役会が定めるいずれの地位をも喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲
渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

　d 組織再編等における取扱い

　当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等
に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承
認された場合（当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。）
であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役その他当社取締役会が定めるいずれの地位を
も喪失することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的
に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

　また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当
株式を当然に無償で取得する。

　（エ）（ア）（イ）（ウ）の割合（構成比率）

　　（ア）（イ）（ウ）の各構成割合は決定していない。

　　但し、過去3年間の構成割合の実績値は次の通りであり、各事業年度の業績等により変動する。

　　固定報酬 ： 業績連動報酬等 ： 非金銭報酬等 ＝ 70～85％ ： ５～15％ ： ５～15％

②報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針

　（ア）固定報酬は金銭とし、在任中に毎月定期的に支給する。

　（イ）業績連動報酬等は金銭とし、毎年一定の時期に支給する。

　（ウ）非金銭報酬等は譲渡制限付株式とし、毎年一定の時期に割り当てる。

③報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項

　（ア）委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当

　　　代表取締役社長

　（イ）委任する権限の内容

　　　①（ア）の個人別の金額

　（ウ）権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容

　　　該当なし

④報酬等の内容の決定方法（③の事項を除く）

　　該当なし

⑤その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項

　　該当なし

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役を補佐する担当部門・専従スタッフは、特に設けておりません。

取締役会資料につきましては、原則、事前に配布し、必要に応じ関連部門より事前説明を行っております。

なお、情報伝達は関連部門から書面または電子メールにて都度報告を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等



氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

【企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由】

当社では組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する体制として、以下の会社の機関等を設
置しております。

・当社の取締役会は、法令及び定款に定めるもののほか、会社の業務執行に関する重要事項などを取締役会規程等の定めに従って決定してお
ります。なお、経営方針や経営計画等に係るものや一定額以上の取引等の重要事項については、事前に経営会議において審議し取締役会で決
定します。また、それ以外の業務執行については、経営会議に権限委譲することで機動的な意思決定を図っております。意思決定に関する責任と
権限を明確化するため、取締役会と経営会議が決議する事項を職務権限規程にて定めております。

・2022年度において当社は取締役会を月１回以上開催しております。2022年度における各取締役の取締役会への出席状況については次のとおり
であります。

田中洋二　　　　　　　20回中20回出席（100％）

草野幸士　　　　　　　20回中20回出席（100％）

依藤敏明（注1） 　　 18回中18回出席（100％）

諏訪雅人（注1）　　　18回中18回出席（100％）

白石一彦（注1）　　　18回中18回出席（100％）

中町博司（注2）　　　　２回中２回出席（100％）

室谷敏彰　　　　　　　20回中19回出席（95％）

田中登志男　　　　　　20回中20回出席（100％）

東本強　　　　　　　　　20回中20回出席（100％）

北川ひろみ（注1）　　　18回中18回出席（100％）

（注1）依藤敏明、諏訪雅人、白石一彦及び北川ひろみは2022年６月24日開催の第59回定時株主総会にて選任された後の、取締役会の出席回数
を記載しております。

（注2）中町博司は、2022年６月24日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの出席回数を記載しております。

・取締役会が取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続きについては、その候補者選定（再任を含む）にあたり、社内候補者は、
当社の事業活動について、適切かつ機動的な意思決定ができうるよう、各管理部門、各事業分野に多様な知見と経験を有していること等を役員
候補者の推薦の際の条件として、取締役会にて決定しております。加えて、取締役就任後は、代表取締役の在任期間は通算６年まで、取締役の
在任期間は通算10年までとする制限を設けること等も社内規程で定めており、その規程に準拠して運用しております。

他方、社外候補者（再任を含む）は、当社のガバナンス充実に向けた助言や問題提起が期待できる等、最適と思われる候補者で構成されることを
基本方針として、取締役会にて決定しております。

また、当社では経営陣幹部が法令・定款等の違反や、当社の企業価値を著しく毀損したと認められる行為など、客観的に解任が相当と判断される
場合には、取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、解任の決議をすることとしております。

・当社の代表取締役社長の選定及び取締役の指名に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として指名諮問委
員会（以下、委員会）を設置しております。この委員会は、社外取締役を中心に構成され、取締役会の諮問機関として代表取締役社長及び取締役
の候補者を選出しております。

・監査役会は、提出日現在、４名の監査役（うち社外監査役２名）で構成されております。定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催
し、適法性の観点から取締役の職務遂行状況を監査しております。

また、内部監査部及び会計監査人と、期中を通じて報告の機会と必要に応じ協議する機会等により、適切に連携を図っております。

・監査役の選任は、監査役会の同意を得て、取締役会において候補者を決定し、株主総会の承認を受けております。報酬については、株主総会
で決定した報酬総額の限度内において、監査役会で決定しております。

・当社は、上席執行役員及び執行役員制度を採用しております。上席執行役員は、代表取締役社長を除く業務執行取締役が就任すると共に、代
表取締役社長の推薦を受け、経営会議協議の上、取締役会で承認された者も選任する制度としております。執行役員（上席執行役員を除く）は、
代表取締役社長の推薦を受け、経営会議協議の上、取締役会で承認された者を選任しております。

・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長の諮問機関として年２回開催し、当社及び主要な子会社のコンプライアンス経営の構築、維持、向上
及び改善等に関する事項を審議し、代表取締役社長に提言を行っております。

・リスク管理委員会は、代表取締役社長の諮問機関として年２回開催し、当社の経営目標を達成するために阻害要因となるものをリスクとして洗い
出し、その中で特に対応すべきリスクを代表取締役社長に提言するとともに、リスクの進捗状況のモニタリングを行っております。また、日本空調
グループリスク管理委員会を開催し、国内グループ会社のリスク管理体制の構築・維持等に取り組んでおります。



・当社にとって有効かつ効率的な内部統制システムの構築と運用を図るための組織としてガバナンス統括部を設置しております。

・必要に応じて、顧問契約を締結した弁護士事務所並びに税理士事務所より、助言・指導を受けております。

【役員の状況】

社外役員の状況

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他特別な利
害関係はありません。

・社外取締役田中登志男は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に
基づき、議案審議等にて重要な発言を行っております。

・社外取締役東本強は、京都大学経営管理大学院でのMBA取得による経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり
中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー（運営管理総括責任者）として活
躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、議案審議等にて重要な発言を行っております。

・社外取締役北川ひろみは、弁護士としての専門的知識と経験に加え、愛知県弁護士会副会長や大学教授を歴任する等の豊富な経験に基づき、
議案審議等にて重要な発言を行っております。

・社外監査役中島雅利は、2022年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて金融機関、企業での幅広い知識と豊富な経験を基
に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2022年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

・社外監査役寺澤実は、2022年度に開催した取締役会20回全てに出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問
点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2022年度に開催の監査役会12回全てに出席し、監査結果についての意見交換、
監査に関する重要事項の協議等を行っております。

・なお、社外取締役３名及び社外監査役２名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役
員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

・社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役３名（取締役８名のうち）、社外監査役２名（監査役４名のうち）であり、当社の組
織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。

・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び
名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

【責任限定契約の内容の概要】

・会社法第427条第1項の規定に基づき、当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間において、同法第423条第1項の
損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役のいずれも５百万円又は法令に規定される
最低限度額のいずれか高い額としております。

なお、当社と会計監査人との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約は締結しておりません。

【役員等賠償責任保険契約の内容の概要等】

・当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範
囲は当社取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約は被保険者が負担することとなる会社役員としての
業務行為に起因して損害賠償請求がされた場合の損害を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないよ
うにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、経営管理の意思決定と執行を明確に区分し、社外取締役３名を含む取締役会は経
営に係る意思決定を行い、取締役の職務執行の効率化と取締役会の意思決定の妥当性を高め、他方、社外監査役２名を含む４名の監査役が、
取締役の職務執行を監査しております。以上により、当社においてコーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 最も集中が予想される開催日を避けております。（2023年６月23日開催）

電磁的方法による議決権の行使
2019年６月21開催の第56回定時株主総会より、電子投票制度（インターネットによる議決
権行使）を導入いたしました。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2021年６月18日開催の第58回定時株主総会より、機関投資家向け議決権電子行使プ
ラットフォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 2022年６月より開示しております。

その他

・定時株主総会の開催につきまして

名古屋市の都心にて開催し、株主の皆様が株主総会へより出席しやすい環境整備に努
めております。

また、当社ホームページ上に招集通知（事業報告を含む）を掲載しております。

・株主説明会の開催につきまして

株主の皆様向けに説明会を開催しておりますが、2023年度につきましては、オンラインで
の開催を予定しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
以下のURLにてディスクロージャーポリシーを公表しております。

https://www.nikku.co.jp/ja/ir/disclosure.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催
当社単独または複数の上場企業による合同のIR説明会（対面・オンライン形
式）に積極的に参加しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト向けの第2四半期・期末決算説明会の開催はもとより、同様に機関
投資家の個別面談を対面・オンライン形式にて継続的に実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

以下のURLにてIR資料を掲載しております。

https://www.nikku.co.jp/ja/ir/lib.html

IR資料として、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料、報告書、アナリ
ストレポート等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部門　：　経営企画部

IR担当責任者　：　取締役上席執行役員経営企画部長　依藤 敏明

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
本社社屋を対象として、ISO14001の認証を取得し活動しています。また、名古屋市より事
業活動において環境に配慮した取り組みを自主的かつ積極的に実施している、「エコ事業
所」としての認定を受けております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

企業行動規範において、誠実で透明な企業経営を行い、株主、債権者をはじめ広く社会に
対して、企業情報の適時開示に努めることを規定しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社企業グループにおける内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況は以下のとおりです。

a　当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

　　確保するための体制

　　取締役及び使用人の行動指針として、経営理念、企業行動規範及びコンプライアンス管理規程を定め、その周知を目的として定期的な研修

　　等を実施する。

　　企業価値向上にとって有効かつ効率的な内部統制システムの構築とその運用、推進を図るため、内部統制部門を設ける。

　　法令遵守の課題に対応するため、社外委員を含めたコンプライアンス委員会を設ける。

　　企業行動規範、コンプライアンス管理規程等の違反を早期に発見し解決するため内部通報制度を活用する。

　　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たないための方針を企業行動規範に明確に定め、適切に対応す

　　る。

　　財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及びこれらの継続的な見直しを行う。

b　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　法令及び社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む）の保存、管理を適切に行う。

　　１）株主総会議事録及び関連資料

　　２）取締役会議事録及び関連資料

　　３）その他重要会議議事録及び関連資料

　　４）稟議書及び関連資料

　　５）その他取締役の職務に関する重要な書類

c　当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　事業の存続と経営目標を達成するため、リスク管理規程を設け、組織、責任者、リスクの識別、発生の可能性、会社への影響度の測定等のリ

　　スク管理の体制と基準を定める。

　　リスク管理の実効性を確保するために、リスク管理委員会を設ける。

　　

d　当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、経営管理の意思決定と執行を明確に区分し、取締役会は、重要な経営に関する意思決定

　　と各取締役の業務執行に関する監督を行い、事業運営の指針となる中期経営計画を策定する。各業務執行部門は、その実現に向けた具体

　　的実施策を立案し実行をする。内部監査部門は、経営管理と統制の有効性を評価し、改善に向けた提言等を行う。

　

e　当社グループの業務の適正を確保するための体制及び取締役等の職務の執行に係る当社への報告に関する体制

　　経営理念、企業行動規範等の行動指針を共有し、原則として全ての子会社に当社の内部統制システムの適用、整備を行う。

　　関係会社管理規程に基づき、当社グループの経営を管理し、状況に応じて主要な子会社に取締役又は監査役を派遣して経営を把握する。

　　関係会社管理規程において、当社に対するグループ各社の重要情報等の報告事項を定め、適時、報告を受ける。

f　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並

　　びに指示の実効性の確保に関する事項

　　監査役の必要に応じて監査役の職務を補助するための独立性を持った監査役補助者を置くこととし、当該補助者は、監査役の指揮命令に服

　　し、その人事評価・異動・懲戒等については、予め監査役会の同意を得る。

g　当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が報告したことを

　　理由に不利な扱いを受けないことを確保するための体制

　　監査役に報告すべき事項は、漏れなく遅滞なく報告される体制を構築する。

　　監査役に報告する事項は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、法令及び定款に関する事項、内部監査状況、リスク管理に関する重

　　要な事項等とする。

　　監査役は、必要に応じて取締役又は使用人に対し、重要事項等に関する報告を求めることができる。

　　監査役に報告をした者に対し報告をしたことを理由として不利な扱いをしない。

h　監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針

　　に関する事項

　　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除

　　き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

i　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　監査役が当社及び子会社の取締役会他重要会議に出席し、各社の稟議書その他の重要書類を閲覧し、必要に応じて説明を求めることがで

　　きる体制を確保する。

　　監査役が取締役、会計監査人及び内部監査部門と定期的な情報交換ができる場を設ける。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループにおける反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況は以下のとおりです。

当社グループは、企業行動規範において反社会的勢力や団体とは一切の関係を持たないことを取り決めてそれを周知させております。

（1）企業防衛対策協議会に加入して、反社会的勢力に関係する情報や事例の入手や講習会、研修会に参加しております。また、同会を通じて反

　　社会的勢力への対応のアドバイスを受けるなど、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

（2）ガバナンス統括部が当社グループ統括の反社会的勢力との窓口として、日常の対応について指導し、不当な要求を受けないように注意を

　　促しております。



（3）反社会的勢力との一切の関わりを排除すべく、当社グループでは原則として協力会社等との間で、基本契約書又は反社会的勢力排除に

　　関する覚書を締結しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

現時点では、買収防衛策の導入はしておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

【参考資料　：　模式図】

（提出日現在）
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